
設計 検算 検算 照合 課長補佐 課長

委　 託　 設　 計　 書

令和

8 年度
第 会計名 款 項 目 所属 設計 提出 請 負

号 令和 7 . 12 令和 8 . 1

業務金額 業務名 履行場所 委託期間 日間

金 円 契約締結日から 令和８ 年９ 月３ ０ 日ま で

施行理由： 本業務は、 街路樹その他の樹木の適正な育成を 図る ための保守管理を行う も のである 。

設計概要
記

街路樹 ： 一式

植樹帯 ： 一式

分離帯 ： 一式

緑地帯 ： 一式

一般会計 土木費 道路橋り ょ う 費 道路橋り ょ う 総務費 佐伯区維持管理課 一般競争入札

佐伯区石内南一丁目ほか佐伯区内街路樹その他保守管理業務 （ ８ －１ ）



 業務金額  業務名
円 佐伯区内街路樹その他保守管理業務 （ ８ －１ ）

（ 甲）

      工 種      形 状・ 寸 法 単位 数  量 単  価 金  額          摘     要

街路樹 式 1. 00  第  １ 号明細表参照

植樹帯 式 1. 00  第　 ２ 号明細表参照

分離帯 式 1. 00  第　 ３ 号明細表参照

緑地帯 式 1. 00  第　 ４ 号明細表参照

交通管理工 式 1. 00  第  ５ 号明細表参照

処分 式 1. 00  第  ６ 号明細表参照

直接業務費計



（ 乙）

      工 種      形 状・ 寸 法 単 位 数  量 単  価 金  額

共通仮設費（ 率分） 式 1. 00

純業務費計

現場管理費 式 1. 00

業務原価計

一般管理費 式 1. 00

一般管理費（ 契約保証費） 式 1. 00

業務価格計

消費税相当額 式 1. 00

請負業務費

摘          要



第 １ 号 明　 　 　 細　 　 　 表

内　 　 　 　 訳

　 　 工　 　 種 種　 別 形状寸法 単位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 　 要

      
 高木せん定 夏季 C=30cm未満 本 4. 00
      
 高木せん定 夏季 C=30～60cm 本 31. 00
      
 高木せん定 夏季 C=60～90cm 本 431. 00
      
 高木せん定 夏季 C=90～120cm 本 59. 00
      
 高木せん定 夏季 C=120～180cm 本 1. 00 公園共通代価第10305号参照
     
 桝除草 手抜き 箇所 528. 00
      

      
      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計

街 路 樹

市場単価（ 夏季せん定　 幹周30cm未満、 50
本以上、 供用区間　 歩道及び交通島）

市場単価（ 抜根除草　 植込地、 1000m2以
上、 供用区間　 歩道及び交通島）

市場単価（ 夏季せん定　 幹周90cm以上120cm未
満、 50本以上、 供用区間　 歩道及び交通島）

市場単価（ 夏季せん定　 幹周60cm以上90cm未
満、 50本以上、 供用区間　 歩道及び交通島）

市場単価（ 夏季せん定　 幹周30cm以上60cm未
満、 50本以上、 供用区間　 歩道及び交通島）



第 ２ 号 明　 　 　 細　 　 　 表

内　 　 　 　 訳

　 　 工　 　 種 種　 別 形状寸法 単位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 　 要
      
 中木せん定 寄植 ㎡ 2420. 00
      
 低木せん定 寄植 ㎡ 566. 00
     
 除草 手抜き ㎡ 5952. 00
     
 除草 肩掛式 ㎡ 647. 00 公園共通代価第40201号参照
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

　 　 計

植 樹 帯

市場単価（ 中木、 1, 000m2以上、 供用区
間 歩道及び交通島）

市場単価（ 低木、 1, 000m2以上、 供用区
間 歩道及び交通島）

市場単価（ 抜根除草 植込地、 1, 000m2以
上、 供用区間 歩道及び交通島）



第 ３ 号 明　 　 　 細　 　 　 表

内　 　 　 　 訳

　 　 工　 　 種 種　 別 形状寸法 単位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 　 要
      
 中木せん定 寄植 ㎡ 2654. 00
      
 低木せん定 寄植 ㎡ 1120. 00
      
 地被類剪定 寄植  ㎡ 1012. 00 公園共通代価第10215号参照
     
 除草 手抜き ㎡ 9572. 00
     
 除草 肩掛式 ㎡ 2673. 00 公園共通代価第40201号参照
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

計

分 離 帯

市場単価（ 中木、 1, 000m2以上、 供用区
間 中央分離帯）

市場単価（ 低木、 1, 000m2以上、 供用区
間 中央分離帯）

市場単価（ 抜根除草 植込地、 1, 000m2以
上、 供用区間 中央分離帯）



第 ４ 号 明　 　 　 細　 　 　 表

内　 　 　 　 訳

　 　 工　 　 種 種　 別 形状寸法 単位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 　 要
      
 中木せん定 寄植 ㎡ 64. 00
     
 除草 手抜き ㎡ 127. 00
     
 除草 肩掛式 ㎡ 157. 00 公園共通代価第40201号参照

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

　 　 　 計

緑 地 帯

市場単価（ 中木、 1, 000m2以上、 供用区間
環境緑地帯）

市場単価（ 抜根除草 植込地、 1, 000m2以
上、 供用区間 環境緑地帯）



第 ５ 号 明　 　 　 細　 　 　 表

内　 　 　 　 訳

　 　 工　 　 種 種　 別 形状寸法 単位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 　 要

人

人

計

交 通 管 理 工

交通誘導員（ Ａ ）

交通誘導員（ Ｂ ）



第 ６ 号 明　 　 　 細　 　 　 表

内　 　 　 　 訳

　 　 工　 　 種 種　 別 形状寸法 単位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 　 要
     

 処分費 再資源化施設 高木せん定 式 1. 00
   中低木せん定
 処分費 広島市焼却工場 除草 式 1. 00
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計

処 分



【 佐伯区内街路樹その他保守管理業務 （ ８ －１ ） 数量表】

夏季剪定 冬季剪定 高木総本数

C=30cm C=30cm C=60cm C=90cm C=120cmC=180cm 合計 C=30cm C=30cm C=60cm C=90cm C=120cmC=180cm 合計 C=30cm C=30cm C=60cm C=90cm C=120cmC=180cm 合計
未満 ～60 ～90 ～120 ～180 以上 未満 ～60 ～90 ～120 ～180 以上 未満 ～60 ～90 ～120 ～180 以上 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回

（ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ 箇所） （ 箇所） （ 箇所） （ 箇所） （ 箇所） （ 箇所） （ 箇所） （ 箇所）

12 佐伯1区367号線 - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 43 - - - - -

13 佐伯1区368号線 - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - -

14 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ北） 2 27 339 49 1 - 418 - - - - - - 0 2 27 339 49 1 0 418 - - 80 - - - - -

15 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ南） 2 4 87 9 - - 102 - - - - - - 0 2 4 87 9 0 0 102 - - 135 - - - - -

16 県道原田五日市線（コイン通り） - - 5 1 - - 6 - - - - - - 0 0 0 5 1 0 0 6 - - 6 - - - - -

4 31 431 59 1 0 526 0 0 0 0 0 0 0 4 31 431 59 1 0 526 0 0 264 0 0 0 0 0合計

路線
番号

路線名

街路樹（ 高木）

備考手抜き

桝除草

手刈り



４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回

（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）

12 佐伯1区367号線 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

13 佐伯1区368号線 - - 1309.2 - - - - - - - 22.70 - - - - - - - - -

14 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ北） - - 1666.75 - - - - - - - 300.75 - - - - - - - - -

15 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ南） - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

16 県道原田五日市線（コイン通り） - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

0 0 2,975.95 0 0 0 0 0 0 0 323.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

植樹帯

手刈り手抜き

合計

路線
番号

路線名 備考

除草 芝草刈

草刈り ( ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞ ｲﾄﾞ )草刈り ( 肩掛)

【 佐伯区内街路樹その他保守管理業務 （ ８ －１ ） 数量表】

球形

剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回

剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回

（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ｍ ） （ ｍ） （ ｍ） （ ｍ） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）

12 佐伯1区367号線 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - -

13 佐伯1区368号線 - - 1307.74 - - - - - - - - - - 6.21 - - - -

14 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ北） - - 1112.36 - - - - - - - - - - 560.22 - - - -

15 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ南） - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - -

16 県道原田五日市線（コイン通り） - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - -

0 0 2420.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566.43 0 0 0 0

備考

中　 　 木 低    木 地被類

寄植 円筒形 寄植 寄植

H=100～200cm

合計

路線
番号

路線名 生垣

H=150～300cmH=150cm未満

植樹帯

H=200cm～



４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回

（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）

12 佐伯1区367号線 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

13 佐伯1区368号線 - - 345.33 - - - - - - - 301.94 - - - - - - - - -

14 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ北） - - 2991.66 - - - - - - - 675.23 - - - - - - - - -

15 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ南） - - 1448.91 - - - - - - - 359.22 - - - - - - - - -

16 県道原田五日市線（コイン通り） - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

0 0 4785.9 0 0 0 0 0 0 0 1336.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

手抜き
路線
番号

路線名

合計

備考

除草 芝草刈

草刈り ( ﾊﾝﾄﾞ ｶ゙ ｲﾄﾞ )草刈り ( 肩掛)

分離帯

手刈り

【 佐伯区内街路樹その他保守管理業務 （ ８ －１ ） 数量表】

球形 ﾊ゙ ﾍー゙ ﾅ ﾋﾍ゚ ﾘｶﾑ

剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回 剪定１回

剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回

（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ｍ） （ ｍ） （ ｍ） （ ｍ） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）

12 佐伯1区367号線 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 - -

13 佐伯1区368号線 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 345.33 - -

14 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ北） - - 1677.70 - - - - - - - - - - 1119.8 - - - 194.16 - -

15 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ南） - - 976.30 - - - - - - - - - - 0 - - - 472.61 - -

16 県道原田五日市線（コイン通り） - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 - -

0 0 2654.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1119.8 0 0 0 1012.1 0 0

備考

中　 　 木 低    木 地被類 花剪定

寄植 円筒形 寄植 寄植

H=100～200cm

合計

路線
番号

路線名 生垣

H=150～300cmH=150cm未満

分離帯

H=200cm～



４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回 ４ 回 ３ 回 ２ 回 １ 回

（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）

12 佐伯1区367号線 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

13 佐伯1区368号線 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

14 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ北） - - 63.54 - - - - - - - 78.26 - - - - - - - - -

15 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ南） - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

16 県道原田五日市線（コイン通り） - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

0 0 63.54 0 0 0 0 0 0 0 78.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

手抜き
路線
番号

路線名

合計

備考

除草 芝草刈

草刈り ( ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞ ｲﾄﾞ )草刈り ( 肩掛)

緑地帯

手刈り

【 佐伯区内街路樹その他保守管理業務 （ ８ －１ ） 数量表】

ﾌｼﾞ

ｷｮｳﾁｸﾄｳ 球形

剪定２回 剪定２回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回

剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回

（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ｍ） （ ｍ） （ ｍ ） （ ｍ） （ 本） （ 本） （ 本） （ 本） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）

12 佐伯1区367号線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 佐伯1区368号線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ北） - - - - 63.54 - - - - - - - - - - - - - - -

15 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ南） - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -

16 県道原田五日市線（コイン通り） - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 63.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H=200cm～

緑地帯

路線
番号

路線名 生垣

H=150～300cmH=150cm未満 H=100～200cm

合計

備考

中　 　 木 低    木 地被類

寄植 円筒形 寄植 寄植



仕 様 書 

 

  本業務は、 公園緑地等維持管理標準仕様書（ 令和 8 年１ 月

改訂（ 平成２ ３ 年１ 月制定） 広島市都市整備局緑化推進部）

によ り 施行する こ と 。  



特 記 仕 様 書 

 

１  本特記仕様書は、 佐伯区内街路樹その他保守管理業務（ ８ －１ ） （ 以下「 業務」 と いう 。 ）

に適用する 。  

 

２  本業務の実施区域は、 別紙「 位置図」 のと おり と する 。  

 

３  道路使用許可書( 写し ) 並びに作業週報（ 本市所定の様式） については、 必ず、 作業前に提出

する こ と 。 なお、 未提出での作業を行った場合は、 作業中止等の措置を行う こ と がある 。  

 

４  本業務の実施に当たっては、 契約書中に示さ れた作業実施時期に基づき 契約後に作成・ 提出

する 実施工程表のと おり 実施する こ と 。 なお、 実施工程表は、 発注者に提出する 実施計画書に

添付する こ と 。 ただし 、 天候、 地元要望等によ り 、 やむを得ず各作業の開始・ 完了時期の変更

が生じ る 場合は、 発注者と 受注者で協議の上、 実施計画書を変更する も のと する 。  

 

５  留意事項 

⑴ 高木せん定 

   設定し た目標樹形及びせん定方針が確実に実施さ れる よ う 見本せん定を行い、発注者が確

認し た後、 その見本どおり のせん定を行う こ と 。  

 

⑵ 処 分 

せん定枝葉については、原則と し て以下のよ う に処分する こ と と する が、諸事情によ り 以

下の処分先における 処分が困難である 場合は、他の処分先への搬入に関し て発注者と 協議し

た上で、 その結果に従い適正に処分する こ と 。  

なお、 それぞれ、 処分先及び処分量の集計表、 処分伝票の写し を提出する こ と 。 ま た、 発

注者が求める 場合は、 処分伝票の原本を提示する こ と 。  

 ア 高木せん定枝葉 

   産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する 再資源化施設に搬入する こ と 。  

イ  中低木をせん定し た枝葉及び除草作業によ り 刈り 取った草 

 広島市ごみ焼却工場へ搬入する こ と 。  

 

 ⑶ 除 草 

   樹木の周囲や中低木の中の除草は、樹木を傷つけないよ う 動力草刈機を用いないこ と と し 、

地際から 手抜き によ る 抜根除草を行う と と も に実生苗の除去も 行う こ と 。  

 

⑷ 植樹桝の除草・ 草刈 

街路樹の植樹桝（ 植樹帯・ 分離帯を 含む。） の除草・ 草刈については、 植樹桝と 車道・ 歩

道舗装の境目に生えている 雑草類も 取り 除く こ と 。  

ま た、 こ れによ り 難い場合は本市と 協議し 、 その結果にし たがう こ と 。  

 

⑸ その他 

せん定又は除草作業中、 区域内にゴミ 類（ カン、 ビン、 ペッ ト ボト ルなど） があっ た場合



は、 袋詰めにし 、 車や歩行者の支障になら ない場所に集め、 発注者へ連絡する こ と 。  

 

６  本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する 者又は建設業法第７ 条第２ 号

イ 又はロ に該当する 者( 造園工事に限る 。 ） を現場責任者（ 直接的な雇用関係にある も のに限

る 。 ） と し て配置する こ と 。  

 

７  一般社団法人日本造園建設業協会の認定する 街路樹剪定士及び職業能力開発促進法によ る

１ 級又は２ 級造園技能士の資格を有する 者（ 直接的な雇用関係にある も のに限る が、同一人物

である 必要はない。 ） は、 せん定作業中常時、 作業又は現場において適正なせん定を行う よ う

せん定方法等の指導にあたる こ と 。  

  なお、 せん定作業中においては、 街路樹剪定士及び造園技能士である こ と が確認でき る よ う

名札等を着用する こ と 。  

 

８  交通誘導警備員については、 街路樹・ 植樹帯・ 緑地帯の全作業時、 ま た、 中央分離帯の全作

業時に適正な人員配置を見込んでいる が、交通状況等を十分把握し 必要であれば交通誘導警備

員の増員等の安全対策を行い、 現場の安全管理を徹底する こ と 。  

ま た、 交通誘導警備員を配置し た場合は、 勤務伝票等の写し を提出し 、 発注者が求める 場合

は、 勤務伝票等の原本を提示する こ と 。  

  なお、認定路線（ 交通誘導警備員 Aを見込んでいる 路線）で交通誘導警備業務を行う 場合は，  

交通誘導警備業務１ 級又は２ 級の検定合格警備員を １ 名以上配置する こ と が義務付けら れて

いる こ と から 、検定合格警備員を配置し たこ と が分かる 写真又は勤務伝票の写し 等を提出する

こ と 。  

 

９  歩道での作業については、 作業状況を十分把握し 歩行者等の迷惑になら ないよ う 、 必要であ

れば、バリ ケード の設置や、交通誘導警備員の増員等を行い、現場の安全管理を徹底する こ と 。  

 

10 業務実施中は、 必ず作業中である 旨を示す看板を掲げる こ と 。 ま た、 看板は出来る だけ、 運

転者及び歩行者等から 見やすい位置に配置する こ と 。  

 

11 交通誘導警備員を必ず二人配置する こ と 。 ま た、 業務実施中は作業箇所よ り 手前に看板を数

個設置し 、 運転者が余裕をも っ て車線変更でき る よ う にする こ と 。 なお、 作業箇所の移動に伴

い、 看板も 適切に配置し なおすこ と 。  

 

12 業務中においては、ト ラ ッ ク 等の作業車や作業員のヘルメ ッ ト に受注者（ 下請け作業につい

ては下請業者） の会社名を表示する こ と 。  

 

13 早朝・ 夜間（ ８ 時から １ ７ 時ま での時間帯以外） や休日（ 官公庁の休日） に作業する 場合は、

事前に業務打合せ簿を提出し 、 発注者の承諾を得る こ と 。  

  ただし 、 原則と し て日曜日・ 祝日の作業は認めない。  

 

14 報告事項 

⑴ 受注者は、契約後直ちに、ま た、必要に応じ て標準仕様書で指示する 書類を提出する こ と 。  



⑵ 受注者は、 工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後 14 日以内（ 閉庁日含む。 ） に、

所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、 発注者に提出し 、 検査を 受

ける も のと する 。 なお、 作業日誌は、 次の事項が確認でき る も のと する こ と 。  

① 業務名  ② 作業日  ③ 天候  ④ 就労人数  ⑤ 現場責任者 

⑥ 作業日に現場に配置し た有資格者  ⑦ 作業数量 

 

15 本特記仕様書に定めら れていない事項は、 発注者と 協議のう えこ れを定める も のと する 。  



佐伯区内街路樹その他保守管理業務（８－１）　作業実施時期
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位置図

街路樹保守管理路線図（8-1）

五月が丘

美鈴が丘

路線番号 路線名
12 佐伯1区367号線
13 佐伯1区368号線
14 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）
15 県道原田五日市線（石内ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）
16 県道原田五日市線（コイン通り）


